
ホームページ盗作防止マニュアル

ホームページの著作権

著作権登録について

　

２００６年　行政書士横山直和事務所



「起業法務コンサルタント通信」　登録のご案内

メールマガジン「起業法務コンサル通信」に登録すると

以下の特典が得られます。

特典１、あなたのメルマガ読者が１００％増加する●●を差し上げます。

詳細は登録後、紹介いたします。　必ず驚かれるでしょう。

特典２、インターネットビジネスに関する、法律情報をお届けします。

インターネットビジネスをする際に知っておくべき法律は様々です。

知らなかった・・・じゃ済まされない事もたくさんあります。

予想外のトラブルに巻き込まれない為に役立つ情報をお届けします。

特典３、起業、経営、副業に役立つ情報をお届けします。

私が実際に読んでよかった電子書籍や役立つツールを無料でお届けします。

職業柄、詐欺的なものは紹介できませんので、ご安心下さい。

特典４、集客、利益アップに関する情報をお届けします。

さらに秘密の特典を随時、差し上げます。

メルマガにて不定期に紹介しますので予めご了承下さい。

利用料、登録料は全て無料です。今すぐご登録を！

http://gyouseisyosi.biz/

http://gyouseisyosi.biz/


　

１、ホームページの著作権について

著作権とは？

「思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、又は

音楽の範囲に属するもの」（著作権法 2条 1号）

例を挙げると漫画のキャラクターや小説、ゲームソフト、映画、音楽、

絵、等々です。

著作物の具体例

言語の著作物 小説、脚本、論文、詩歌、俳句、ホームページの文字

部分 

音楽の著作物 楽曲、楽曲を伴う歌詞、ホームページの曲 

舞踊、無言劇の著作

物 

日本舞踊、バレエ、ダンス等の舞踏 

建築の著作物 建造物 

美術の著作物 絵画、版画、漫画、書、壺、茶碗、ホームページデザイ

ン 

地図、図形の著作物 地図、図面、模型、設計図 

映画の著作物 映画　テレビ番組　CM 

写真の著作物 写真、プロマイド、グラビア、ホームページの写真 



プログラムの著作物 ソフトウェア、ホームページのソース部分 

著作権の主旨は大雑把に言うと「他人の物を勝手に真似するな！」の

一言に尽きると思います。インターネットの普及によって、より身近

に著作権という文字を目にしているでしょう。

著作権侵害は５年以下の懲役か５００万円以下の罰金に処せられま

す。

更に民事的訴えにより多額の損害賠償金を背負う事になりかねませ

ん。

「知らなかった」じゃ済まされないのです。

著作権に営利目的のみ保護するといった規定はなく例えば「子供の

書いた絵」や「私が撮った写真」、今、御覧頂いている「マニュアル」こ

れらも著作権で保護されます。



著作権は特許とは違い登録する事なく保護されます（無方式主義と

いう）保護期間は著作者の死後 50年間です。特許権の出願から 20年

という期間に比べかなり長いです。

著作権は、小説、音楽、映画といった芸術作品に認められる独占的権

利です。

著作者の許諾を得ないでこれらの権利を行使すると著作権侵害とい

う違法行為となり、民事上、刑事上の責任を負うということを意味し

ます。

例えば、小説を書いた場合、自ら印刷して販売することもできますし、

出版社に許諾して出版してもらいその対価として作家印税といわれ

る著作権使用料をもらう事ができます。

もし、無断で小説を出版したり、その小説を基に映画を製作したりす

れば、これらの者に対して、著作権侵害を理由に差止め請求や損害賠



償請求等をしたり、刑事告訴をして刑事罰を求めることができます。

例えば、ある小説をそっくりそのままコピーすれば著作権侵害とな

るがその小説をみて工夫を加えて別の物語を書いた場合は著作権侵

害とはなりません。

著作権侵害の判断基準は他人の著作物に「依拠」したこと、後の著作

物が「類似」していると著作権侵害となります。

すでに、創作された他人の著作物を参照にして創作を行い、結果でき

あがった新しい著作物が他人の著作物と似ている場合のほとんどが

著作権侵害となります。

自らの発想だけをもとにして創作した著作物が偶然、他人の著作物

に似ていた場合は、著作権侵害とはなりません。



特許や商標のように先に出願した者が保護されるという形ならば、

盗作したという事実がはっきり判るのですが、著作権は創作した時

点で権利が発生する為、偶然同じ作品になる可能性だってあります。

その為、必然的に争いは多くなります。

アメリカの場合は「接近の可能性」も重要な判断材料としています。

重要な点は先に自分が書いた（作った）事を

証明することです。

著作権の種類

著作権は権利の束となっており、細かく分けると以下の様になって

います。

著作者人格権・・・公表権・氏名表示権・同一性保持権



著作権・・・出版権・上映権・演奏権・上演権・公衆送信権・口述

権・展示権頒布権・譲渡権・貸与権・翻訳権・翻案権・

二次的著作物利用権

著作隣接権・・・レコード製作権・実演権・放送権・有線放送権

著作権は勝手に複製されない権利とか勝手に展示されない権利等の

ように

「～されない権利」と覚えておいてください。

ホームページの著作権は様々な著作物の集合体です。

ホームページは一つの著作物ではなく、文字や写真

プログラム等、様々な著作物が集合したものです。



具体的には・・・

ホームページの文字・・・言語の著作物

ホームページのデザイン・・・美術の著作物

ホームページの写真・・・写真の著作物

ホームページの音楽・・・音楽の著作物



ホームページのアイコンやタイトル等の並べ方に創作性がある場

合・・・編集著作物

ホームページの HTML・・・プログラムの著作物

※創作性とは？

表現が他人の著作物を複製・模倣したものではないこと、作者自身

が作ったもの。

表現が、その核となる事実を表現する上で選ばれたものであること。

表現が日常的なものや平凡なものでないこと。

この中で一番盗作された事を立証しやすいのが

写真の著作物です。

写真を許諾なく、そのまま盗作するというケースが大変多い為。



逆に一番難しいのが編集著作物です。

ホームページのアイコンやタイトルの並べ方に創作性を出す事自体

が難しい為です。

以前のライブドア HPはヤフー HPに非常にそっくりでした。

実際に裁判をしないと盗作と判断されるかわかりませんが、

このレベルでも問題にはならなかった事は事実です。

２、著作権登録の手続き



著作権登録制度

著作権法には登録制度が存在します。何故、創作した時点で発生する

ものにそんな制度があるのだと思う方もいらっしゃるでしょう。

著作権登録制度の目的は「公示」です。（世間に知らせる事）

この著作物の著作者は誰か？いつから存在したか？

このようなことを国が証明する制度です。土地の登記のようなもの

とお考え下さい。

登記簿謄本のように著作権登録をすると謄本を請求することもでき

るようになり、文化庁のホームページで検索すると登録した著作物

を閲覧することもできます。

但し登記とは違い、この登録制度はあくまで「推定」する制度であり、

この点が不動産登記とは根本的に違う部分です。

虚偽で登録しても、明確な証拠が見つかれば覆される事があります。



著作権登録制度は様々な種類があります。

■実名の登録

無名又は変名で公表された著作物の著作者がその実名の登録を受け

ることができます。

この登録の効果は、登録を受けたものが、当該著作物の著作者と推定

され、その結果、著作権の保護期間が公表後 50年間から、実名で公表

された著作物と同じように著作者の死後５０年間となります。

※ペンネームや無名で公表した著作物をお持ちの方を対象としてい

ます。

■第一発行・公表年月日の登録



著作者又は無名若しくは変名で公表された著作物の発行者が、当該

著作物が最初に発行され又は公表された年月日の登録をうけること

ができます。

この登録の効果は反証の無い限り、登録されている日に当該著作物

が第一発行又は第一公表されたものと推定されます。

保護期間算定の起算点となります。

※小説や写真・陶芸作品・美術・ホームページ（HTMLソース部分以

外）等、

他人に真似されたくない場合に先に創作したと証明する時に有効で

す。

■創作年月日の登録

プログラム著作者が、当該プログラムの著作物が創作された年月日

の登録を受ける事ができます。

この登録の効果は、反証がない限り、登録されている日に

当該プログラムの著作物が創作されたものと推定されます。

■著作権・著作隣接権の移転等の登録



登録権利者および登録義務者が著作権若しくは著作隣接権の譲渡等

の登録、又は著作権若しくは著作隣接権を目的とする質権の設定等

の登録を受ける事ができます。

この登録の効果は、権利の変動に関して、登録することにより第三者

に対抗する事ができます。

■出版権の設定等の登録

登録権利者および登録義務者が出版権の設定・移転の登録、

又は出版権を目的とする質権の設定等の登録を受ける事ができます。

この登録の効果は、権利の変動に関して、登録することにより第三者

に対抗する事ができます。

更に詳細を知りたい方は



ホームページ盗作対処法　

で紹介しております。

ホームページ盗作対処法の感想を頂きました！

日本国際商標登録特許事務所　弁理士富樫竜一様

「ホームページで有用な情報を載せている人や、

情報商品を販売されている方は絶対に買いです！」

早 速 マ ニ ュ ア ル を 拝 見 い た し ま し た 。

私 は ホ ー ム ペ ー ジ や 情 報 商 品 の 盗 作 さ れ た こ と が あ

り 、 非 常 に い や な 思 い を し た こ と が あ り ま す 。

し か し 、 ホ ー ム ペ ー ジ 等 に対す る 著 作 権 の 知識が な く

結 局 泣 き 寝 入 り せ ざ る を 得 ま せ ん で し た 。

し か し 、 こ の マ ニ ュ ア ル を 見 て

こ ん な 方 法 で 守 る こ と が で き る ん だ ！

http://www.infocart.jp/af.php?af=nora&url=yokogyou.com/&item=1862


と 大 変 驚 き と 感 動 を 感 じ ま し た 。

し か も 、 マ ニ ュ ア ル の 非 常 に 丁 寧 で 役 に 立 つ 内 容 に

対 し て 、 価 格 は 物 凄 く 良 心 的 で し た 。

こ れ は 、 買 っ て 絶 対 に 損 し ま せ ん 。

ホ ー ム ペ ー ジ で 有 用 な 情 報 を 載 せ て い る 人 や 、

情 報 商 品 を 販 売 さ れ て い る 方 は 絶 対 に 買 い で す ！

こ の マ ニ ュ ア ル を 読 め ば 、

も う 以前の よ う に泣き寝入り す る 必要は あ り ま せ ん 。

このような親切丁寧なマニュアルを良心的な価格で販売されている

横 山 先 生 に 感 謝 で す 。

ど う も あ り が と う ご ざ い ま し た ！

日本国際商標登録特許事務所　弁理士富樫竜一様

アイ・トレーニング視快研　　田中謹也様



「盗作を安易に考えている人に、かなり威圧感がかかるんじゃ

な い ん で す か ？ 」

さすがに著作権の法律のことは専門家にまかせるべきですね。 

知 ら な か っ た じ ゃ す ま な い 問 題 で す か ら 。

この内容を読んでいて、逆に自分の襟を正さなければ  

と 思 っ て し ま い ま し た 。

・ ・ ・ と い う こ と は こ の 内 容 を 実 行 し て お く と 、

盗 作 を 安 易 に 考 え て い る 人 に 、

か な り 威 圧 感 が か か る ん じ ゃ な い ん で す か ？

こ れ は 盗 作 防 止 に 効 果 絶 大 だ と 実 感 で き ま し た 。

や ら れ て か ら で は手遅れ な の で 、 私 も先手を打っ て  

備 え て お こ う と 思 い ま す 。

貴重な情報ありがとうございました。　　　

アイ・トレーニング視快研　　田中謹也様



先にホームページを作った証明を残す方法は全部で４つあります。

そして、盗作されない為の方法が３つあり、

これらの方法を活用してホームページを保護します。

この方法をとっておく事で、万が一ホームページを盗作されてしま

った場合でも、格段に対抗しやすくなります。

さらに盗作防止に即効性のある

「明日から使える盗作防止のシート」がついてきます。

ただし、サポート都合につき予告なく、値上げ又は販売停止する事が

ありますのでご了承下さい。

「ホームページ盗作対処法　メールサポート付き」

　詳しくはこちら

最後まで読んで頂き誠にありがとうございました。

行政書士横山直和事務所

http://www.infocart.jp/af.php?af=nora&url=yokogyou.com/&item=1862

